
 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３２号 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例 

（伊勢崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年 

伊勢崎市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規

定の適用については、同項前段中「３年を超えない範囲内」とあるのは

「法第２２条の２第１項及び第２項の規定に基づき任命権者が定める任期

の範囲内」と、同項後段中「３年に満たない」とあるのは「当該任期に満

たない」と、「３年を超えない範囲内」とあるのは「当該任期の範囲内」

とする。 

（伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１７年伊勢崎

市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２６１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

第３条中「月額」の次に「（法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に

ついては、伊勢崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年伊勢崎市条例第３３号）第１２条に規定する報酬の額）」を加える。 

（伊勢崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第３条 伊勢崎市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第

３３号）の一部を次のように改正する。 



第７条第１項中「第２２条第１項」の次に「及び伊勢崎市会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年伊勢崎市条例第３３号）第１

１条第１項（同条例第１８条において準用する場合を含む。）」を加え、「（非

常勤職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」

という。）を除く。）を除く。以下この条において同じ。）」を削り、同条第２

項中「いる職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」

という。）を除く。）」を加える。 

第８条中「した職員」の次に「（会計年度任用職員を除く。）」を加える。 

第１０条中「再任用短時間勤務職員等」を「地方公務員法第２８条の５第

１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員

等」という。）」に改める。 

（伊勢崎市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する

条例の一部改正） 

第４条 伊勢崎市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例（平成１７年伊勢崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に改める。 

（伊勢崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第５条 伊勢崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１７年伊

勢崎市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に改める。 

（伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条 伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例 



第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に、「非

常勤の職員（別に定めるものを除く。）」を「特別職の職員で非常勤のもの

（別に定める者を除く。以下「非常勤特別職」という。）」に改める。 

第２条第１項中「非常勤の特別職の職員（以下「非常勤特別職」という。）」

を「非常勤特別職」に改め、同条中第２項及び第３項を削り、第４項を第２

項とし、第５項を第３項とし、第６項を第４項とする。 

第３条第５項を削る。 

第５条第１項中「非常勤の職員」を「非常勤特別職」に改め、同条第２項

を次のように改める。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は別表第２のとおりとし、支給方法

については常勤の一般職の職員の例による。 

第５条第３項及び第４項を削る。 

別表第１青少年指導員の項、隣保館館長の項、交通指導員（隊長）の項、

同（隊員）の項、家庭相談員の項、母子・父子自立支援員の項、教育研究所

所長の項及び社会教育指導員の項を削る。 

別表第２を削り、別表第３を別表第２とする。 

（伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第７条 伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第４５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「労務職員」という。）」の次に「、伊勢崎市会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例（令和元年伊勢崎市条例第３３号）の適用を

受ける職員」を加える。 

第３条第２項を削る。 

第３条の２中「給料表」を「前条の給料表（以下「給料表」という。）」に

改める。 

第２４条を削る。 

第２４条の２第１項中「技能労務職員」の次に「（伊勢崎市会計年度任用

職員の給与及び費用弁償に関する条例の適用を受ける技能労務職員を除く。）」

を加え、同条を第２４条とする。 

第２６条の見出し中「口座振込」を「口座振込み」に改める。 



（伊勢崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第８条 伊勢崎市職員退職手当支給条例（平成１７年伊勢崎市条例第４９号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員について

は、この限りでない。 

附則第１４項中「平成３４年」を「令和４年」に改める。 

（伊勢崎市文化財保護条例の一部改正） 

第９条 伊勢崎市文化財保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１０５号）の一

部を次のように改正する。 

 第１５条中「伊勢崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」を

「伊勢崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」

に改める。 

（伊勢崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１０条 伊勢崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第２１４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「非常勤職員（」の次に「法第２２条の２第１項第２号に掲げる

職員及び」を加える。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布す

る。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３３号 

伊勢崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 



（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２

第５項及び第２０４条第３項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき、法第２２条の２

第１項に規定する会計年度任用職員（法第５７条に規定する単純な労務に雇

用される一般職に属する職員（以下「技能労務職員」という。）及び地方公

営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第２８９号）第３条第４

号に規定する職員を除く。以下「一般の会計年度任用職員」という。）の給

与及び費用弁償並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第５項に

おいて準用する地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３８条第４

項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（給与） 

第２条 給与とは、一般の会計年度任用職員であって、法第２２条の２第１項

第２号に規定するもの（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。）に

あっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期

末手当をいい、一般の会計年度任用職員であって、同項第１号に規定するも

の（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）にあっては報酬及び

期末手当をいう。 

（給与の支払） 

第３条 給与は、現金で支払わなければならない。ただし、一般の会計年度任

用職員の申出により口座振込みの方法によって支払うことができる。 

２ 公務について生じた費用の実費は、給与には含まれない。 

（フルタイム会計年度任用職員の給料表等） 

第４条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類はフルタイム会計年度任

用職員として採用された日の属する会計年度の４月１日において現に施行さ

れている伊勢崎市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年伊勢崎市条

例第４５号。以下「給与条例」という。）第３条第１項第１号に掲げる行政

職給料表とし、職務の級は１級とする。 

（フルタイム会計年度任用職員となった者の号給） 



第５条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、任命権者が別に定

める。 

（給料の支給） 

第６条 給与条例第６条及び第７条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に

ついて準用する。この場合において、同条第４項中「勤務時間条例第３条第

１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタ

イム会計年度任用職員について規則で定める週休日」と読み替えるものとす

る。 

（給与の減額） 

第７条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないと

きは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）による休日

（以下「祝日法による休日」という。）（代休日を指定されて、当該休日に割

り振られた勤務時間の全部を勤務した一般の会計年度任用職員にあっては、

当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）又は１２

月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。）（代休日

を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した一般の会

計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休

日等」という。）である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しない

ことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない１時間につ

き、第９条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

（フルタイム会計年度任用職員の地域手当等） 

第８条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当

及び休日勤務手当の支給については、常時勤務を要する職を占める職員（以

下「常勤職員」という。）の例による。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第９条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当

の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗

じたものから１日当たりの勤務時間に１７を乗じたものを減じたもので除し

て得た額とする。 

（フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算） 



第１０条 前条に規定する勤務１時間当たりの給与額を算定する場合において、

当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１

円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１１条 期末手当は、任期の定めが６月以上のフルタイム会計年度任用職員

（これに準ずる者として規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。）

であって、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基

準日」という。）にそれぞれ在職するもの（規則で定めるフルタイム会計年

度任用職員を除く。）に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める

日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡したフルタ

イム会計年度任用職員（規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。）

についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１３０を乗じて得た額に、

次の各号に掲げる基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴ ６箇月 １００分の１００ 

 ⑵ ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

 ⑶ ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

 ⑷ １箇月以上３箇月未満 １００分の３０ 

 ⑸ １箇月未満 零 

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した

フルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）に

おいてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額とする。 

４ 期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。 

５ 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規

則で定める。 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬） 

第１２条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額又は時間額で定

めるものとする。 



２ 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準

月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１週間当た

りの勤務時間を伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平

成１７年伊勢崎市条例第３２号。以下「勤務時間条例」という。）第２条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

３ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、

基準月額に１２を乗じ、その額を勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間に５２を乗じて得た数で除して得た額とする。 

４ 前２項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度

任用職員の１週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第２条第１項に規定する

勤務時間と同一であるとした場合に、第４条及び第５条の規定を適用して得

た額に、給与条例第１１条の２第２項の規定に定める割合を乗じて得た額を

加えた額とする。 

（報酬の支給） 

第１３条 報酬は、月の１日から末日までを計算期間とし、翌月２１日までに

支給する。 

（報酬の減額） 

第１４条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタ

イム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、

祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場

合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、そ

の勤務しない１時間につき、第１６条第１号に規定する勤務１時間当たりの

報酬額を減額して支給する。 

２ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム

会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給

の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった

場合を除き、その勤務しない１時間につき、第１６条第２号に規定する勤務

１時間当たりの報酬額を減額して支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬） 



第１５条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員に支給される

時間外勤務手当及び休日勤務手当の例により時間外勤務手当に相当する報酬

及び休日勤務手当に相当する報酬を支給する。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額） 

第１６条 前条に規定する報酬を支給する場合における勤務１時間当たりの報

酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第１２条第２項に

規定する報酬の額に１２を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用

職員について定められた１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから

当該パートタイム会計年度任用職員について定められた１日当たりの勤務

時間に１７を乗じたものを減じたもので除して得た額 

⑵ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第１２条第３項

の規定により計算して得た額 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算） 

第１７条 第１２条第２項の規定により報酬の月額を算定する場合において、

当該額に５０円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数があるときはこれを１００円に切り上げるものとする。 

２ 第１２条第３項の規定により報酬の時間額を算定する場合において、当該

額に１０円未満の端数がある場合には、当該端数が、８円以上であるときは

これを１０円に切り上げ、３円以上８円未満であるときはこれを５円とし、

３円未満であるときはこれを切り捨てるものとする。 

３ 第１５条の規定により勤務１時間につき支給する時間外勤務手当に相当す

る報酬及び休日勤務手当に相当する報酬並びに前条に規定する勤務１時間当

たりの報酬額を算定する場合又は次条の規定により期末手当を算定する場合

において、当該額に、５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５

０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１８条 第１１条の規定は、任期の定めが６月以上のパートタイム会計年度

任用職員であって、月額で報酬を定めるものについて準用する。この場合に

おいて、同条第３項中「それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡したフル



タイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）におい

てフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日（退職し、又は死

亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日）

以前６箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における

報酬（第１５条に規定する報酬の額の合計額を除く。）の１月当たりの平均

額」と読み替えるものとする。 

（パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償） 

第１９条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第１２条第１項各号に定

める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。 

２ 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償につ

いては、給与条例第１２条第２項から第８項までの規定を準用する。 

（パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償） 

第２０条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その

費用を弁償する。 

２ 旅行に係る費用弁償の額は、常勤職員に支給する旅費の例による。 

（休職者の給与） 

第２１条 一般の会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、

これにいかなる給与も支給しない。 

（市長が特に必要と認める一般の会計年度任用職員の給与及び費用弁償） 

第２２条 第２条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別

の事情を考慮し市長が特に必要と認める一般の会計年度任用職員の給与及び

費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、

任命権者が別に定める。 

（技能労務職員の給与の種類及び基準） 

第２３条 技能労務職員であって、法第２２条の２第１項第２号に規定するも

の（以下「技能労務職員であるフルタイム会計年度任用職員」という。）に

支給する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当、期末手当及び退職手当とする。 



２ 技能労務職員であって、法第２２条の２第１項第１号に規定するもの（以

下「技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員」という。）に支給

する給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務

手当及び期末手当とする。 

３ 前２項の給与のうち退職手当の基準は伊勢崎市職員退職手当支給条例（平

成１７年伊勢崎市条例第４９号）の規定により、その他の給与の基準はその

職務と責任の特殊性及び一般の会計年度任用職員の給与との均衡を考慮し、

規則で定める。 

 （委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（令和２年６月に支給する期末手当に係る在職期間の特例） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）に

よる改正前の法第３条第３項第３号の規定に基づく職員として任用されてい

た者又は法第１７条第１項の規定に基づき任用されていた者であって、引き

続き一般の会計年度任用職員又は技能労務職員であるフルタイム会計年度任

用職員若しくは技能労務職員であるパートタイム会計年度任用職員となった

ものの令和２年６月に支給する期末手当に係る第１１条第２項（第１８条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項に規定する在

職期間には、施行日の前日における任用に係る在職期間を含むものとする。 

 

 

 伊勢崎市奨学資金基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 



伊勢崎市条例第３４号 

伊勢崎市奨学資金基金条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市奨学資金基金条例（平成１７年伊勢崎市条例第６４号）の一部を次

のように改正する。 

第２条中「毎年度」を削り、「３０万円以上」を「予算で定める額」に改め

る。 

第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、これを処

分することができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３５号 

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第８０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第８の３の項中「「認定」」を「「消費性能向上計画の認定」」に、「認定

の申請」を「消費性能向上計画の認定の申請」に改め、同表７の項中「４の項」

を「５の項」に改め、同項を同表８の項とし、同表６の項を同表７の項とし、

同表５の項中「適用する場合を含む。）」の次に「及び４の項」を加え、同項を

同表６の項とし、同表４の項中「前項」を「３の項」に改め、同項を同表５の

項とし、同表３の項の次に次の１項を加える。 



４ 前項の場合において、消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されているときは、

同条第１項の規定による認定の申請に係る手数料の額は当該申請に係る同条

第３項に規定する申請建築物及び他の建築物についてそれぞれ前項の規定に

より算出した額を合算した額とし、同法第３１条第１項の規定による変更の

認定の申請に係る手数料の額は当該申請により変更する同法第２９条第３項

に規定する申請建築物及び他の建築物又は追加する同項に規定する他の建築

物についてそれぞれ前項の規定により算出した額を合算した額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 伊勢崎市交通指導員条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３６号 

   伊勢崎市交通指導員条例を廃止する条例 

伊勢崎市交通指導員条例（平成１７年伊勢崎市条例第１２４号）は、廃止す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（伊勢崎市交通安全条例の一部改正） 

２ 伊勢崎市交通安全条例（平成１７年伊勢崎市条例第１２３号）の一部を次

のように改正する。 



 第６条中「伊勢崎市交通指導員条例（平成１７年伊勢崎市条例第１２４号）

第１条に規定する伊勢崎市交通指導員」を「市から委託を受けて交通の安全

の保持のために必要な指導等を行う者」に改める。 

 

 

 

 伊勢崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３７号 

   伊勢崎市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市ふれあいセンター条例（平成１７年伊勢崎市条例第１４７号）の一

部を次のように改正する。 

別表中 

「      

 第１和室 ５４０円  利用時間は、２時間を単位と

し、２時間を超える場合は、１

時間につき（１時間以内のとき

は１時間とみなす。）２７０円

を加算する。 

 

を 

 第２和室 ５４０円  

 第３和室 ５４０円  

 第４和室 ５４０円  

 第１会議室 ５４０円  

 第２会議室 ５４０円  

    」  

「      

 和室 ５４０円 利用時間は、２時間を単位と

し、２時間を超える場合は、１

 

に 



 会議室 ５４０円 時間につき（１時間以内のとき

は１時間とみなす。）２７０円

を加算する。 

 

    」  

改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３８号 

伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例 

伊勢崎市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年

伊勢崎市条例第１９２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「（臨時の職員を除く。）」を削る。 

第２２条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中

「上下水道事業職員で職員以外のもの」を「地方公務員法第２２条の２第１項

に規定する会計年度任用職員」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 



 伊勢崎市給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第３９号 

伊勢崎市給水条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市給水条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２６条第１項の表を次のように改める。 

料率 基本料金 水量料金（１立方メートルにつき） 

 

 

 

 

 

用途 

メーター

の口径 

料金 １立方メ

ートルか

ら１０立

方メート

ルまで 

１０立方

メートル

を超え２

０立方メ

ートルま

で 

２０立方

メートル

を超え５

０立方メ

ートルま

で 

５０立方

メートル

を超え２

００立方

メートル

まで 

２００立

方メート

ルを超え

るもの 

一般用 １ ３ ミ リ

メートル 

６９０円 ６５円 １１０円 １２５円 １４５円 

２ ０ ミ リ

メートル 

９００円 

２ ５ ミ リ

メートル 

１，８０

０円 

３ ０ ミ リ

メートル 

４，１０

０円 

４ ０ ミ リ ９，５０         



メートル ０円  

 

 

     

５ ０ ミ リ

メートル 

１８，５

００円 

７５ミリ ３３，５         

メートル ００円 

 １ ０ ０ ミ

リ メ ー ト

ル 

４５，０

００円 

１ ５ ０ ミ

リ メ ー ト

ル 

９０，０

００円 

臨時用 一般用に準ずる ３８５円 

公衆浴

場用 

１，０００円 ３０円 

 

６０円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前から同日以後に引き続く水道使用者の令和２年４月

及び５月検針分の使用水量に係る水道料金の額については、なお従前の例に

よる。 

 

 

 伊勢崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 



  令和元年１２月２４日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆   

 

伊勢崎市条例第４０号 

伊勢崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正

する条例 

伊勢崎市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（令和元年伊勢崎

市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第２６条の見出し中「非常勤職員」を「会計年度任用職員」に改め、同条中

「病院事業職員で職員以外のもの」を「地方公務員法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員」に改める。 

第２７条中「労務職員」の次に「（前条の会計年度任用職員を除く。）」を加

える。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 


